
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
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合
志
市
認
知
症
啓
発
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

～
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て

生
活
し
て
い
く
た
め
に
～

　

地
域
の
皆
さ
ん
が
認
知
症
に
つ

い
て
の
理
解
を
深
め
、
認
知
症
の

人
を
地
域
で
支
え
合
い
、
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
に
つ
い

て
考
え
る
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
開
催
し
ま
す
。
実
際
に
認
知
症

当
事
者
の
お
話
な
ど
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も
行
な
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
と　

き

　

２
月
11
日
（
金
）

　

午
後
１
時
～
４
時
（
予
定
）

　

受
付　

午
後
０
時
30
分
～

●
と
こ
ろ

　

御
代
志
市
民
セ
ン
タ
ー　

講
堂

●
申
込
締
切

　

１
月
31
日
（
月
）

●
申
込
方
法

　

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

●
内　

容

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

記
載
さ
れ
た
年
金
手
帳
が
交
付
さ

れ
、加
入
記
録
や
保
険
料
納
付
状

況
な
ど
が
こ
の
番
号
で
管
理
さ
れ

ま
す
。年
金
手
帳
は
、年
金
に
関
す

る
手
続
き
の
際
に
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
づ
く
り
推
進
課

　

国
保
年
金
班（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
８
３

　

熊
本
西
年
金
事
務
所

　

☎（
３
５
５
）３
２
６
１

菊
池
広
域
連
合
の
一
般
競
争

参
加
資
格
申
請
書
を

受
け
付
け
ま
す

　

菊
池
広
域
連
合
が
平
成
23
・
24

年
度
に
実
施
す
る
工
事
、
委
託
業

務
、
物
品
そ
の
他
役
務
の
提
供
に

係
る
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
人

は
、
参
加
資
格
申
請
書
を
２
月
１

日
（
火
）
～
28
日
（
月
）
ま
で
に

提
出
（
郵
送
可
）
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

提
出
要
領
は
菊
池
広
域
連
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

　

h
ttp
://w
w
w
.kiku

ch
i-kr.jp

●
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　

菊
池
広
域
連
合　

総
務
課

　

〒
８
６
１
‐
１
２
９
５

　

菊
池
市
泗
水
町
福
本
３
８
３

　

菊
池
市
泗
水
総
合
支
所
３
階

　

☎
０
９
６
８(

３
８)

０
１
７
１

「�

地
域
の
中
で
認
知
症
の
方
が
生

活
し
や
す
く
な
る
た
め
に
は
」

・�

若
年
認
知
症
当
事
者
と
そ
の
妻

の
立
場
か
ら

　

�

佐
野
光
孝
さ
ん
・
明
美
さ
ん（
静

岡
県
富
士
宮
市
）

・�

認
知
症
の
人
を
支
え
る
事
業
所

の
立
場
か
ら

　

お
り
づ
る
苑
せ
り
が
や
管
理
者

　

�

前
田
隆
行
さ
ん
（
東
京
都
町
田

市
）

・�

医
療
の
立
場
か
ら

　
�

国
立
病
院
機
構

　

菊
池
病
院
長　

高
松
淳
一
さ
ん

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て(

発

表)地
域
で
認
知
症
の
方
を
さ
さ
え
る

活
動
に
つ
い
て
（
さ
さ
え
愛
隊
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

�

合
志
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎
（
２
４
２
）
１
１
２
４

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
２
４
２
）
３
１
２
９

確
定
申
告
期
に
お
け
る

税
務
署
の
閉
庁
日
の
対
応

　

去
年
に
引
き
続
き
、
平
成
22
年

分
確
定
申
告
期
に
お
い
て
も
税
務

署
な
ど
で
閉
庁
日
対
応
を
実
施
し

ま
す
。

●
閉
庁
日
対
応
を
行
な
う
税
務
署

　

熊
本
西
税
務
署

　

熊
本
東
税
務
署

●
実
施
日

　

２
月
20
日
（
日
）・
27
日
（
日
）

●
対
応
業
務

　

�

確
定
申
告
書
用
紙
の
配
布
、
申

告
相
談
、
確
定
申
告
書
の
受
領

お
よ
び
納
付
相
談

●
問
い
合
わ
せ
先

　

菊
池
税
務
署

　

☎
０
９
６
８(

２
５)

２
１
２
１

　

※
音
声
案
内

年
金
の
請
求
を
お
忘
れ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

心
当
た
り
の
あ
る
人
は
、
お
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
お
近
く

の
年
金
事
務
所
、
ま
た
は
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル
ま
で
お
願
い
し
ま

す
。

● 

年
金
加
入
期
間
が
25
年
未
満
の

人
・�

カ
ラ
期
間
と
合
わ
せ
て
25
年
以

上
あ
れ
ば
年
金
が
受
け
取
れ
ま

す
。�

※�

カ
ラ
期
間
の
例
：
サ
ラ
リ
ー
マ

指
名
願
い
申
請
受
け
付
け
を

行
な
い
ま
す

　

本
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、

測
量
設
計
業
務
関
係
、
役
務
お
よ

び
物
品
購
入
な
ど
に
お
い
て
、
平

成
23
・
24
年
度
の
競
争
入
札
参
加

資
格
申
請
書
の
受
け
付
け
を
行
な

い
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
入
札
契
約
情
報
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間

　

２
月
１
日
（
火
）
～
28
日
（
月
）

●
問
い
合
わ
せ
先

　

財
政
課
（
合
志
庁
舎
）

　

☎
（
２
４
８
）
１
６
６
７

20
歳
か
ら
国
民
年
金

　

日
本
に
住
む
20
歳
か
ら
60
歳
未

満
の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に

加
入
し
、保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。国
民
年
金
は

老
後
の
生
活
保
障
だ
け
で
な
く
、

万
が
一
、病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
が

残
っ
た
と
き
や
、一
家
の
働
き
手
が

亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
、あ
な
た

や
家
族
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、加
入
の
届
出
や
保
険

料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金

が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。あ
と
で
後
悔
す
る
前
に
、国
民

年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。加
入

手
続
き
は
問
い
合
わ
せ
先
へ
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。（
20
歳
前
に
就
職
し

て
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
中
の
人

は
、加
入
手
続
き
は
不
要
で
す
。）

　

な
お
、学
生
の
人
や
収
入
が
少

な
く
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人

の
場
合
は
、「
学
生
納
付
特
例
」や

「
若
年
者
納
付
猶
予
」な
ど
保
険

料
の
支
払
い
を
猶
予
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
、国
民
年
金
の
加

入
手
続
き
と
併
せ
て
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

● 

年
金
手
帳
は
大
切
に
保
管
し
ま

し
ょ
う

　

公
的
年
金
制
度
で
は
、す
べ
て

の
制
度
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る

基
礎
年
金
番
号
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。国
民
年
金
や
厚
生
年
金
に

加
入
す
る
と
基
礎
年
金
番
号
が

１
月
10
日
は「
１
１
０
番
の
日
」

　

住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ

る
１
１
０
番
通
報
は
、
事
件
・
事

故
の
早
期
解
決
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
す
。

● 

１
１
０
番
は
「
緊
急
時
の
通
報

用
電
話
」
で
す

・��

事
件
・
事
故
な
ど
の
緊
急
時
に

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

・��

相
談
事
や
照
会
な
ど
急
が
な

い
用
件
は
警
察
相
談
（
♯

９
１
１
０
）
ま
た
は
大
津
警
察

署
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

●
１
１
０
番
す
る
時
は

・��

何
が
あ
っ
た
か
（
事
件
か
・
事

故
か
）
？

・��

何
時
ご
ろ
あ
っ
た
か
？

・���

発
生
し
た
場
所
は
？
目
標
物
は
？

　

�

こ
れ
ら
を
落
ち
着
い
て
話
し
て

く
だ
さ
い
。そ
の
他
、必
要
な
こ

と
は
係
員
が
お
尋
ね
し
ま
す
。

●
１
１
０
番
通
報
時
の
心
が
け

・�
た
め
ら
わ
ず
、
素
早
く

・�
事
件
・
事
故
の
現
場
を
詳
し
く

ン
の
配
偶
者
で
あ
っ
た
期
間
の

う
ち
、
昭
和
61
年
３
月
ま
で
の

間
で
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し

て
い
な
か
っ
た
期
間
な
ど�

・�

生
ま
れ
た
年
な
ど
に
よ
り
、
25

年
未
満
で
も
年
金
を
受
け
取
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。�

※�

誕
生
日
が
昭
和
27
年
４
月
１
日

以
前
生
ま
れ
で
、
厚
生
年
金
の

加
入
期
間
が
20
年
以
上
の
場
合

な
ど�

● 

年
金
の
受
取
開
始
を
66
歳
以
降

に
繰
り
下
げ
て
い
る
人

・�

70
歳
に
な
っ
て
も
、
年
金
は
自

動
的
に
は
支
払
わ
れ
ま
せ
ん
。

年
金
の
受
け
取
り
を
始
め
る
た

め
に
は
、
年
金
の
請
求
が
必
要

で
す
。

● 

厚
生
年
金
の
加
入
期
間
の
あ
る

65
歳
以
上
の
人

・�

「
老
齢
厚
生
年
金
」
と
「
老
齢

基
礎
年
金
」
の
２
種
類
の
年
金

が
受
け
取
れ
ま
す
。
片
方
の
年

金
だ
け
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

は
、
受
け
取
っ
て
い
な
い
年
金

に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
請

求
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。�

・�

片
方
の
年
金
の
受
取
開
始
を
繰

り
下
げ
て
い
る
人
は
、
70
歳
に

な
る
ま
で
に
年
金
の
請
求
を
行

な
っ
て
く
だ
さ
い
。�

● 

厚
生
年
金
の
加
入
期
間
の
あ
る

人
で
、「
65
歳
に
な
っ
て
か
ら

年
金
を
受
け
取
ろ
う
」
と
思
っ

て
い
る
人

●
携
帯
電
話
に
よ
る
通
報
上
の
注
意

・�

車
を
運
転
し
な
が
ら
の
通
報
は

で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
停
車
し
て

か
ら
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

県
境
付
近
で
は
、
他
県
の
警
察

本
部
へ
つ
な
が
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

●
メ
ー
ル
１
１
０
番
の
か
け
方

・�

耳
や
言
葉
の
不
自
由
な
人
の
専

用
メ
ー
ル
で
す
。

・�

メ
ー
ル
に
は
、
事
案
名
・
場

所
・
住
所
・
氏
名
な
ど
を
入
力

し
て
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�ku
m
am
o
to
-p
o
lice1

1
0
@

d
elu
xe.o

cn
.n
e.jp

●
問
い
合
わ
せ
先

　

大
津
警
察
署

　

☎
（
２
９
４
）
０
１
１
０

　

合
志
菊
陽
交
番

　

☎
（
２
４
８
）
５
２
２
３

　

須
屋
交
番

　

☎
（
２
４
２
）
７
３
５
０

　

市
役
所　

総
務
課

　

交
通
防
災
班
（
合
志
庁
舎
）

　

☎
（
２
４
８
）
１
１
１
２

・�

厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が
１
年

以
上
あ
る
な
ど
の
要
件
を
満
た

す
人
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る

「
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年

金
」
に
つ
い
て
は
、
65
歳
に
な

る
前
に
請
求
し
て
も
、
年
金
額

が
減
ら
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
速
や
か
に
請
求
を
行

な
っ
て
く
だ
さ
い
。�

※�

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
は

65
歳
前
に
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
老
齢
厚
生
年
金
で
す
。

● 

60
歳
以
上
で
、
会
社
に
お
勤
め

の
人

・�

現
在
、
会
社
に
お
勤
め
の
人

も
、
年
金
を
受
け
取
る
資
格
を

満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
請
求

の
手
続
き
を
行
な
っ
て
く
だ
さ

い
。�

・�

給
与
の
額
な
ど
に
応
じ
て
年
金

の
支
払
額
の
調
整
が
行
わ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
全
額
停

止
の
場
合
を
除
き
、
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

●
問
い
合
わ
せ
先

　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０(

０
５)

１
１
６
５

　

※
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

　

�

☎
０
３(

６
７
０
０)

１
１
６
５

　

熊
本
西
年
金
事
務
所

　

☎
（
３
５
５
）
３
２
６
１
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